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１ 総則 

本基準は東松島市が発注する(令和７年度 北赤井地区コミュニティ供用施設大規模改修工

事（以下「本工事」）における受注者の選定を総合評価落札方式（特別簡易型）で実施するに

あたっての基準を示すものである。 

 

２ 総合評価点の算定方法 

（１）総合評価は、入札参加者のうち、次のいずれの要件も満たすものを対象に行う。 

ア 入札公告に定めた入札参加資格の要件を満たす者。 

イ 価格以外の評価を行うため、入札公告で定めた資料（以下「総合評価資料」という。）

を提出した者。 

ウ 入札価格が予定価格の制限の範囲内（失格基準価格を超える価格）である者。 

（２）総合評価点は、次の算式により算定する。 

・総合評価点＝価格評価点＋価格以外の評価点 

（３）価格評価点と価格以外の評価点の配点は次のとおりとする。 

ア 価格評価点１００点 

イ 価格以外の評価点２９.５点 

 

３ 価格評価点の算定方法 

（１）価格評価点は、次の算式により算定する。 

ア 価格評価点＝１００×（最低入札価格／入札価格） 

  注①「最低入札価格」は、予定価格の制限の範囲内（失格基準価格を超える価格）の最低入

札金額とする。 

注②「入札価格」は、各入札者の入札金額とする。 

  注③算出した評価点は小数点以下第５位を四捨五入とする。 
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４ 価格以外の評価点算定方法 

（１）価格以外の評価点は、入札参加者が提出した総合評価資料により、価格以外の評価項目及

び評価基準に基づいて算定した評価点の合計とする。 

（２）総合評価資料の提出がない者は失格とする。 

（３）価格以外の評価点は、入札参加者の申告を最大点とし、発注者が行う修正評価を減点のみ

とする。 

（４）虚偽の申告による応札は失格とする。 

・虚偽の申告とは、入札参加者が有している実績以上の内容で申告した場合で、入札参加者 

が申告内容を証明できない場合とする。 

（５）錯誤の申告による応札は以下のとおりとする。 

ア 入札参加者が有する実績以上で申告した場合で、申告内容が虚偽でないことを証明でき

た場合は、最低評価点に修正する。 

イ 入札参加者が有する実績以下で申告した場合は、申告内容どおりとする。 

 

５ 失格基準価格の設定 

契約の内容に適合した履行を確保するために失格基準価格を設定し、失格基準価格以下の価

格をもって入札した者は失格とする。 

  なお、失格基準価格は調査基準価格の９７．５％とする。 

 

６ 落札者の決定方法 

（１）落札者の決定方法 

・予定価格の制限の範囲内の価格（失格基準価格を超える価格）をもって有効な入札をした

者のうち、総合評価点の最も高い者を落札者とする。 

（２）総合評価点が同点の場合 

・前号の総合評価点が最も高い者が２者以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定する。 

（３）調査基準価格未満の入札価格について 

  ・有効な入札をした者のうち、総合評価点の最も高い者の入札価格が調査基準価格未満であ

るときは、その者を落札候補者とし、低入札価格調査により落札者を決定する。 

（４）配置予定技術者に対するヒアリング 

・落札候補者から提出された資料等の適否を判断するため、必要に応じて配置する技術者に 

対するヒアリングができるものとする。その場合、例えば以下の項目について確認する。 

ア 配置する技術者の経歴、資格 

イ 同種工事の経験の有無 

ウ 同種工事の施工実績としてあげた工事の概要、特に留意した点・工夫した点 

エ 当該工事の施工上の課題、特に配慮すべき事項の有無、技術的所見 

オ 当該工事に関する質問の有無等 
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（５）配置する技術者の取扱い 

・配置する技術者の変更は認めない。（工場製作等を含む工事、又は技術者のやむを得ない

事情等により変更が必要と監督職員が認めたときを除く。）なお、工場製作等を含む工事

で、施工個所とは別の工場等にほかの技術者を配置する場合は、工事費の過半数以上を占

める工種を担当する技術者について評価点を算出するものとする。 

・総合評価一般競争入札の入札参加申請を複数する場合、配置する技術者の重複は認めない。 

７ 価格以外の評価項目及び評価点 

・下記における評価項目についてそれぞれ評価を行い、各々評価点を算出する。 

 

 

 

東松島市総合評価落札方式・価格以外の評価項目及び評価基準 

評価項目 評価基準 配点 

(１)企業の施工能力 小計 7点 

ア 同種の施工実績 過去 10 年間に発注工事と同種の公共工事（国・県・市等）の実績あり 2 

実績なし 0 

イ 工事成績 過去 5年間における東松島市の工事成績評定平均点が 83 点以上 2 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定平均点が 80 点以上 83 点未満 1.5 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定平均点が 70 点以上 80 点未満 1 

過去 5 年間における東松島市の工事成績評定平均点が 70 点未満又は実績 

なし 
0 

ウ 優良工事表彰実績 過去 5年間において表彰実績（宮城県内市町村及び国並びに県） 

2 件以上あり ※表彰該当工事毎に 1件として扱う 
2 

過去 5年間において表彰実績（宮城県内市町村及び国並びに県） 

1 件あり※表彰該当工事毎に 1件として扱う 
1 

過去 5年間において表彰実績なし 0 

エ ISO 等認証取得状況 ISO9001 又は 14001 のいずれか一方の認証取得済み 1 

上記以外 0 

オ 指名停止 過去 1年間において宮城県・東松島市からの指名停止あり -2 
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（２）配置技術者の能力 小計 6点 

ア 同種の施工実績

（主任（監理）技術者） 

過去 10 年間に発注工事と同種の公共工事（国・県・市等）の実績あり 2 

実績なし 0 

イ 主任（監理）技術

者の工事成績実績 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定最高点が 85 点以上 2 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定最高点が 82 点以上 85 点未満 1.5 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定最高点が 80 点以上 82 点未満 1 

過去 5年間における東松島市の工事成績評定最高点が 80点未満又は実績な

し 
0 

ウ 主任（監理）技術

者の保有する技術

者資格 

1 級建築士、1級建築施工管理技士 2 

2 級建築士、2級建築施工管理技士 1 

上記以外 0 

 

 

 

 

（３）働き方改革 小計 0.5 点  

ア 女性のチカラを 

活かす企業の認証 

取得状況 

「女性のチカラを活かす企業」の認証 取得済み 0.5 

「女性のチカラを活かす企業」の認証 なし 0 

 

 

 

（４）労働福祉 小計 2点  

ア 障害者の雇用状況 雇用率が法定雇用率（建設業の除外率含む。）以上又は義務外雇用あり 0.5 

雇用率が法定雇用率（建設業の除外率含む。）未満又は雇用なし 0 

イ 再犯の防止等の推

進に関する法律にか

かる協力雇用主 

再犯の防止等の推進に関する法律に係る協力雇用主に登録している 0.5 

上記以外 0 

ウ 建設業退職金共

済制度の加入状況 

建設業退職金共済制度に加入済み 0.5 

建設業退職金共済制度に未加入 0 

エ 退職一時金制度又は

企業年金制度の加入状況 

退職一時金制度又は企業年金制度に加入済み 0.5 

退職一時金制度又は企業年金制度に未加入 0 

 

 

 

（５）地域貢献 小計 14 点 

ア 営業拠点の所在地 東松島市内に本社（本店）あり 4 

東松島市内に支社（支店）または営業所あり 2 

上記以外 0 
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イ 防災協定等に基

づく活動 

東松島市災害協定に基づき、加盟組織の一員等として参加実績あり 3 

過去 5年間において東松島市に対して災害協定参加と同等の活動実績あり 1 

実績なし 0 

ウ 東松島市消防団

協力事業所 

東松島市消防団協力事業所として認定されている 1 

上記以外 0 

エ 東松島市消防団

員の雇用 

前年度に東松島市消防団員として活動実績のある従業員の雇用 2 人以上 1 

上記以外 0 

オ 東松島市民の雇用 従業員のうち東松島市民の雇用 15％以上又は 5人以上 1 

上記以外 0 

カ 東松島市等主催

行 事 へ の 協 力 実

績・市所管施設の維

持管理への協力実

績 

過去 2 年間に事業所として、東松島市及び市立学校の主催行事並びに市が

所管する施設（庁舎・学校・社会福祉施設・社会教育施設・社会体育施設・

市民センター・公園等）の維持管理に複数回協力実績あり 

例：市・学校主催行事の会場設営・撤去、学校等の除草・清掃・植栽・

除雪・グラウンド整備等 

1 

実績なし 0 

キ 環境美化活動実績 東松島市内の道路・河川・海岸等の環境美化活動を事業所として自主的に

行った実績が過去 2年間に複数回あり 

例：除草・清掃・植栽・側溝清掃等 

1 

実績なし 0 

ク 東松島市発注除

融雪業務契約実績 

前年度又は前々年度において、東松島市発注除融雪業務契約実績あり 2 

実績なし 0 

合計２９.５点 
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８ 提出書類及び提出上の留意点 

（１）企業の施工能力 

ア 同種の施工実績 

配点 評価基準 

２ 過去１０年間に発注工事と同種の公共工事（国・県・市等）の実績あり 

０ 実績なし 

   ※以下の要件を満たすこと。 

・同種工事の条件 

【国、地方公共団体等が発注した延べ床面積 300 ㎡以上の建築物の内装及び外壁改修工事

を元請として施工した実績を有すること。】 

・過去１０年間の実績とは、平成２７年４月１日から入札公告日までの間に完成し、引渡

しが完了しているものを対象とする。 

・元請として受注した工事を対象とする。 

 ※提出書類 

・別記様式３に同種工事の実績を記載し提出すること。記載する工事の施工実績の件数は

１件でよい。 

・同種工事の条件が確認できる契約書・仕様書等の写し、又はＣＯＲＩＮＳの写しを提出

すること。（契約書の写しは、工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができ

る部分のみでよい。） 

 

 

 

イ 工事成績 

配点 評価基準 

２ 過去５年間における東松島市の工事成績評定平均点が８３点以上 

１．５ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定平均点が８０点以上 

８３点未満 

１ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定平均点が７０点以上 

８０点未満 

０ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定平均点が７０点未満又は実績 

なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・過去５年間の成績評定点は、令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの間に完成

検査を受け、評定されたすべての建築一式工事の成績とする。 

※提出書類 

   ・別記様式４に令和２年４月１日から令和７年３月３１日までの工事成績及び平均点を記

載し、工事成績調書（写）を添付し提出すること。（該当無しの場合は提出不要） 
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ウ 優良工事表彰実績 

配点 評価基準 

２ 
過去５年間において表彰実績（宮城県内市町村及び国並びに県） 

２件以上あり ※表彰該当工事毎に１件として扱う 

１ 
過去５年間において表彰実績（宮城県内市町村及び国並びに県） 

１件あり ※表彰該当工事毎に１件として扱う 

０ 過去５年間において表彰実績なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・令和２年度から令和６年度の５年間に優良工事表彰を受けた実績とする。 

※提出書類 

・実績がある場合は、表彰状の写しを提出すること。 

 

 

エ ＩＳＯ等認証取得状況 

配点 評価基準 

１ ＩＳＯ９００１又は１４００１のいずれか一方の認証取得済み 

０ 上記以外 

   ※当該工事入札公告日までに取得済みの場合を対象とする。 

※提出書類 

   ・認証機関からの認証取得を証する書類の写しを提出すること。 

 

 

オ 指名停止 

配点 評価基準 

－２ 過去１年間において宮城県・東松島市からの指名停止あり 

  ※過去 1 年間とは、令和６年５月８日から入札公告日までにおける宮城県・東松島市から

の指名停止（指名停止通知日を基準）を対象とする。 

 

（２）配置技術者の能力 

ア 同種の施工実績（主任（監理）技術者） 

配点 評価基準 

２ 過去１０年間に発注工事と同種の公共工事（国・県・市等）の実績あり 

０ 実績なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・同種工事の条件 

【（１）企業の施工能力 ア 同種の施工実績と同様とする】 

・完成検査時に主任技術者、又は監理技術者として携わった、工事を対象とする。 

・過去１０年間の実績とは、平成２７年４月１日から入札公告日までの間に完成し、引渡

しが完了しているものを対象とする。 
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 ※提出書類 

・別記様式５に同種工事の実績を記載し、資格等を証明する書類として資格書及び監理技

術者講習終了証の写しを提出すること。（監理技術者の資格者証は、裏面の写しも提出

すること。）記載する工事実績の件数は１件でよい。 

・同種工事の条件及び配置技術者の施工実績が確認できる書類（契約書・仕様書等の写し、

ＣＯＲＩＮＳの写し、現場代理人通知書の写し等）を提出すること。契約書の写しは、

工事名、契約金額、工期、発注者、受注者の確認ができる部分のみでよい。 

・配置予定技術者は災害等特別の場合を除き変更できないものとする。 

 

イ 主任（監理）技術者の工事成績実績 

配点 評価基準 

２ 過去５年間における東松島市の工事成績評定最高点が８５点以上 

１.５ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定最高点が８２点以上 

８５点未満 

１ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定最高点が８０点以上 

８２点未満 

０ 
過去５年間における東松島市の工事成績評定最高点が８０点未満、 

又は実績なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・過去５年間の工事成績評定は、令和２年４月１日から入札公告日までに完成検査を受け

たもので、最高点を評価する。 

・完成検査時に主任技術者、又は監理技術者として携わった、建築一式工事を対象とする。 

  ※提出書類 

・別記様式５に該当工事を記載し、請負工事成績評定通知書の写しと、配置技術者の施工

実績が確認できる書類（ＣＯＲＩＮＳの写し、現場代理人通知書の写し）を提出するこ

と。 

 

 

ウ 主任（監理）技術者の保有する技術者資格 

配点 評価基準 

２ 1 級建築士、1級建築施工管理技士 

１ 2 級建築士、2級建築施工管理技士 

０ 上記以外 

   ※提出書類 

・保有資格を確認できる書類を提出すること。 
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（３）働き方改革 

ア 女性のチカラを活かす企業の認証取得状況 

配点 評価基準 

０．５ 「女性のチカラを活かす企業」の認証 取得済み 

０ 「女性のチカラを活かす企業」の認証 なし 

   ※以下の要件を満たすこと。 

・宮城県の女性のチカラを活かす企業の認証を受け、当該工事入札公告日が認証の有効期

限内であること。 

※提出書類 

   ・女性のチカラを活かす企業認証書の写しを提出すること。 

 

 

（４）労働福祉 

ア 障害者の雇用状況（適用法令：障害者の雇用の促進等に関する法律） 

配点 評価基準 

０．５ 雇用率が法定雇用率（建設業の除外率含む。）以上又は義務外雇用あり 

０ 雇用率が法定雇用率（建設業の除外率含む。）未満又は雇用なし 

   ・応札者と直接雇用関係のある建設業従業員（雇用期間を特に限定することなく常時雇用

する労働者）を対象とする。 

   ・重度障害者（１級又は２級相当）の認定を受けている者を雇用している場合は、その１

人をもって障害者２人とみなす。 

   ・当該工事入札公告日における雇用状況を対象とする。 

   ・法定雇用義務がない者については、恒久的な雇用関係にあるもので、かつ、入札期日の

前日から起算して３か月以上前から直接的な雇用にある者に限る。 

   ※提出書類 

   ・別記様式６に必要事項を記載し、下記の書類の写しを添付すること。 

   ・障害を証明するものの写し 

    本人の身体障害者手帳、療養手帳又は精神障害者保険福祉手帳 

   ・雇用及び事業所の従業員数が確認できるものの写し 

    健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書等 

   ※ただし、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づく雇用義務がある事業所で、当

該工事入札公告日において公共職業安定所に提出した直近の障害者雇用状況報告書の内

容と相違がない場合は、同報告書の写し（公共職業安定所の受付印のあるもの）の提出

のみで可とする。 
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イ 再犯の防止等の推進に関する法律に係る協力雇用主 

配点 評価基準 

０．５ 再犯の防止等の推進に関する法律に係る協力雇用主に登録している 

０ 上記以外 

※提出書類 

・別記様式７を用い、保護観察所にて証明をした写しを提出すること。 

 

 

   ウ 建設業退職金共済制度の加入状況 

配点 評価基準 

０．５ 建設業退職金共済制度に加入済み 

０ 建設業退職金共済制度に未加入 

※提出書類 

・当該工事入札公告日に有効な最新の経営規模等評価結果通知書の写し又は加入状況を証

明する資料を提出すること。 

 

 

   エ 退職一時金制度又は企業年金制度の加入状況 

配点 評価基準 

０．５ 退職一時金制度又は企業年金制度に加入済み 

０ 退職一時金制度又は企業年金制度に未加入 

   ・対象制度 

    ａ退職一時金制度 

     「労働協約」又は「就業規則」に退職手当に関する事項について定めがある場合 

     中小企業退職金共済制度 

     特定退職金共済制度 

    ｂ企業年金制度 

     厚生年金基金制度 

     確定給付企業年金制度 

     適格退職年金制度 

     確定拠出年金制度 

※提出書類 

・当該工事入札公告日に有効な最新の経営規模等評価結果通知書の写し又は加入状況を証 

明する資料を提出すること。 
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（４）地域貢献・その他 

ア 営業拠点の所在地 

配点 評価基準 

４ 東松島市内に本社（本店）あり 

２ 東松島市内に支社（支店）または営業所あり 

０ 上記以外 

 ※以下の要件を満たすこと。 

・基準日は当該工事入札公告日とする。 

 

イ 防災協定等に基づく活動 

配点 評価基準 

３ 東松島市災害協定に基づき、加盟組織の一員等として参加実績あり 

１ 過去５年間において東松島市に対して災害協定参加と同等の活動実績あり 

０ 実績なし 

   ・協定を締結していない事業者の活動実績は令和２年４月１日から入札公告日までの活動

を対象とする。 

   ※提出書類 

・防災協定による地域貢献の実績の場合は、協定書及び協定締結団体の一員であることを

証明する書類の写しを提出すること。但し、提出された協定書等の写しにおいて、申請

書及び資料の提出期限における当該協定書の有効性が証明されなければ実績として認め

ない。 

また、協定を締結していない事業者が令和２年４月１日から入札公告日までの間に東松

島市に対して防災協定参加と同等の活動の実績がある場合は、その旨を別記様式８に記

載し、活動を証明できる書類等を添付すること。 

 

   ウ 東松島市消防団協力事業所 

配点 評価基準 

１ 東松島市消防団協力事業所として認定されている 

０ 上記以外 

※提出書類 

・東松島市消防団協力事業所として認定されている場合は、認定書の写しを提出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12

エ 東松島市消防団員の雇用 

配点 評価基準 

１ 前年度に東松島市消防団員として活動実績のある従業員の雇用 ２人以上 

０ 上記以外 

※以下の要件を満たすこと。 

・令和６年度の実績を対象とする。 

・事業所の代表及び役員の活動実績についても対象とする。 

※提出書類 

・東松島市総務部防災課に提出する、「令和６年度中の従業員（消防団員）の消防団活動

への参加状況報告書」の写し（受付印のあるもの）を提出すること。 

 

オ 東松島市民の雇用 

配点 評価基準 

１ 従業員のうち東松島市民の雇用 15％以上又は 5人以上 

０ 上記以外 

※以下の要件を満たすこと。 

・入札公告日における東松島市民の雇用状況で、直接的かつ恒常的な常勤の雇用を対象と

する。 

※提出書類 

   ・別記様式９に必要事項を記載し、健康保険・厚生年金保険被保険者標準決定通知書の写

し、事業所別被保険者台帳の写し、健康保険被保険者証の写し、運転免許証の写し等の

東松島市民の雇用状況がわかる書類を添付し提出すること。 

 

カ 東松島市等主催行事への協力実績・市所管施設の維持管理への協力実績 

配点 評価基準 

１ 

過去２年間に事業所として、東松島市及び市立学校の主催行事並びに市が所

管する施設（庁舎・学校・社会福祉施設・社会教育施設・社会体育施設・市

民センター・公園等）の維持管理に複数回協力実績あり 

例：市・学校主催行事の会場設営・撤去、学校等の除草・清掃・植栽・除雪・

グラウンド整備等 

０ 実績なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・令和５年４月１日から入札公告日までの活動を対象とする。（父母教師会行事は含まな

い。） 

※提出書類 

・別記様式１０に必要事項を記載し、令和５年４月１日から入札公告日までに複数回協力

実績がある場合は、実績を証明する協定書、実施要領、活動報告書、状況写真、第三者

が証明する活動証明書、感謝状及びお礼状、新聞記事及び地域情報紙の写し等を添付す

ること。 
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キ 環境美化活動実績 

配点 評価基準 

１ 

東松島市内の道路・河川・海岸等の環境美化活動を事業所として自主的に行

った実績が過去２年間に複数回あり 

例：除草・清掃・植栽・側溝清掃等 

０ 上記以外 

※以下の要件を満たすこと。 

・令和５年４月１日から入札公告日までの活動実績を対象とする。 

（町内会の行事による、地域内環境美化活動は含まない。） 

※提出書類 

・別記様式１１に必要事項を記載し、実施要領、活動報告書、状況写真（位置図、作業前・

作業後が明確にわかる写真）、感謝状及びお礼状、新聞記事及び地域情報紙の写し等を

添付すること。 

 

ク 東松島市発注除融雪業務契約実績 

配点 評価基準 

２ 前年度又は前々年度において、東松島市発注除融雪業務契約実績あり 

０ 実績なし 

※以下の要件を満たすこと。 

・令和６年度又は令和５年度の契約実績を対象とする。 

※提出書類 

・東松島市発注除融雪業務契約実績がある場合は、契約書の写しを添付すること。 

 


